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（解 説）

本関係資料(3)に掲載の資料の原典は，前回「高松大学紀要」第40号 .89－125頁に紹P

介した関係(2)と同様、モスクワのウクライナ共和国エディトリアル社より1999年に刊行

されたロシア科学アカデミー付属比較政治学研究所編集の資料集「現代ロシアにおける労

働諸関係と集団的行動―政治的・法的・社会的諸様相―」で編集責任者は， カッバ，А．М．

П ． М ． С ． В ． Т р у д о в ы е о т н о ш е н и я иクドューキン， パトリューシェフである。

коллективные действия в современной России：политические，правовые и социальные аспекты．

1999.448 5 901006Отв．ред．А．М．Кацва，П．М．Кудюкин，С．В．Патрушев．М：Эдиториал УРСС， с．ＩＳＢＮ －

98 4－ －

本書の「労働関係と法」編 .７～31に掲載された論稿の原文表題はp

Б．А．Шеломов．Реформа трудового законодательства．

Профессор Академииである。筆者のベ・ア・シェロモフ氏は労働・社会関係アカデミー教授

である。本稿に邦訳紹介したベ・ア・シェロモフ草案がтруда и социальных отношений．

2002年ロシア連邦労働法典制定過程のなかでどのような役割をし，評価されたかについて

は，なお検討の余地がある。本稿第３部「新労働法典への道」のなかで「労働法の専門家

の目でみて極めて外国風のロシア連邦労働省の法案」と批判された草案が労働省旧次官ペ

・エム・クドリュキンを長とし，同省第１次官エム・ドミトリエフの指揮下で作成された

とされる第２次労働関係改革案（関係資料(2)参照）であるのか否か判定しかねているが，

本資料からもペレストロイカ以降の労働立法改革の歩みと共に，政治経済のグローバル化

が急速に深化しつつあるなかで，伝統的なロシア法形式のもとで，民営化に向けての新し

い労使関係の構築とその法的規制がいかにあるべきかに苦慮した当時の法曹界を代表する

立法者たちの若干の問題意識と論点が漸次鮮明になりはじめたのではなかろうか。

関係資料(2)「高松大学紀要」第40号 .89，目次資料⑤および .94の１行目の「ソ連邦政（付記） p p
府」は「ロシア連邦政府」の誤字である。

なお関係資料(1)(2)は以下の で参照できる。URL
http://www takamatsu-u ac jp/nlibrary/li-index html. . . .
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労働立法の改革

第１部 改革の諸段階

現行のもろもろの労働に関連する立法は，基本的には労働関係の基盤となる経済がいま

だに国家的所有の時期に制定されたものである。その当時，権力構造的にだけでなく，所

有主としても国家は，時には刑法規範の助けを借りてまでも，労働関係を厳しく法的に規

制していたのである。その典型例は，20分以上遅刻の労働者にたいする刑事責任を規定し

た1940年６月26日付のソ連邦最高会議幹部会令 である。こうした違反者を出した企業
注①

の指導者自身らも刑事責任を科せられるのではないかと恐れて，当該本人に関する資料を

裁判所に提出しなければならなかったのである こうした労働関係にたいしておこなっ。
注②

た上からの厳しい国家規制が，労働実務上のさまざまな要求に答えることを永らく止めて

しまっていた。こうした状態は，改革の試みがなされはじめた1980年代においても続いた。

労働面で改革がおこなわれた１例は，独立採算性，とりわけ作業班ごとの独立採算制度の

導入であったが, 十分に働いた者程，多くの収入がえられ労働条件もよくなるという本
注③

制度の新鮮なアイデアも，作業班とか具体的な個別労働者にふれずして，個々の企業レベ

ルの国家基準を逸脱することは，いかなる場合にも認められないと一律に規定した1971年

制度のソ連邦ロシア共和国労働法典第５条によって阻止されるはめになったのである。当

該条項は当該立法に違反すればどのような方法をとろうとも，そのような労働契約条件は，

労働立法上は労働者・勤務員の状況を悪化させるものであるが故に，無効であるとしてい

たのである。しかし，当該条項も1988年２月の新改正で，労働立法と較べ労働者の状態を

悪化させる労働契約条件のみを無効とすることになったのである このことのもつ意味。
注④

とは，国家は集権的方法をもちいて，最低基準の労働条件のみを設定するのであり，同基

準をこえる労働条件については，労働協約その他の個別，ローカル法規および個人的な労

働契約によって規定できるということである。同じく転職概念も厳しく定義されることに

なり，1988年２月以前にはソ連邦ロシア連邦共和国労働法典第25条では，何らかの重要な

労働条件の変更を伴う転任を転職とみていたが，同条項はそのご改正されて，労働者の労

働機能，すなわち専門・資格・職務の変更でも転職とみなすようになったのである。明ら

かに労働法典第５条の改正が労使双方の利益になり，第25条の改正が企業側のみの利益に

役立っていたのである。

1988年２月４日付の幹部会令は，まさにある種の労働立法改革の前兆であったのである。
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多元的経済制度への移行のもとで，労働立法改革問題が特に現実性をおびてきたのである。

ロシア共和国連邦最高会議が多元的所有型態の下で，勤労者の利益と生産の客観的諸要求

にふさわしいロシア連邦の新しい立法草案の作成基準を正式にみとめたのは，1991年４月

19日付の決定である ロシア連邦共和国閣僚会議は，1991年10月26日付の大統領令で，。
注⑤

ロシア独立労組連合・その他の共和国機関・労働連合協議会の参加をえて，ロシア連邦最

高会議で審議するための労働法典草案を準備するよう委託された 同大統領令は，同時。
注⑥

に現行労働法の補足・改正法案も作成するよう指示されていたので，法典草案の準備には，

かなりの時間を要した。したがって，労働立法の完成には，先ず戦略戦術的課題を決定す

ることが重要な問題となったのである。

その第１課題は，先ず1992年９月25日付の法律採択によって決定された 同法律は以。
注⑦

下の課題を科した。

(1) まず，1980年代から1990年代に採択した労働法令を法典化することを課題とした。

これについては例えば，1991年－1992年間におこなわれた法改正と関連して労働法典第14

章の労働紛争が新しく全面改正されることになった。(2) 次に公認された国際法規範によ

る労働法典の改正をし，同法典第２条に労働者の基本的な労働の権利・義務に関する改正

がもち込まれた。同法典第17条第２項に厳しい規制をうけながらも有期労働契約締結の可

能性が導入され，同法典第135条に列挙する一連の懲戒処分事項より低賃金労働への配転

乃至降格処分を削除した。(3) 法典に国内の政治・社会状況からみて，必要な一連の改正

をした 例えば，ソ連邦ロシア社会主義共和国労働法典はロシア連邦労働法典と名称を。
注⑧

変え，社会主義の勝利・搾取の一掃および国民の完全雇用を告げる前文を削除し，とりわ

け法典全文に使用していた労働者および勤務員といった用語を労働者に変更した。なかで

も1992年９月25日付の法改正で特に注目すべきことは，労働契約 と雇用трудовой договор

契約 という法概念を同一視した点である。これにより例えば法典第３трудовой контракт

章の第15条の労働契約は雇用契約でもあるという二重の意味の名称をもつことになったの

である。これによって，雇用契約は労働契約の特殊な形態であり，有期労働契約の特殊形

態でもあるという1980年代おわり頃の考え方を立法者は否認することになったのである。

1992年９月25日付の法律は，多元的経済への移行下の労働立法構築の第１歩となった。

同法は，２年乃至３年後にはじまる新労働法典採択のために必要な労働法典の改正をおこ

したことになったのである。労働法典のような重要な法律案作成準備には，新法典に盛り

込むコンセプトをあらかじめ検討しておくことが必要となり，この作業に研究者と多くの
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注⑨
グループが参加した。これに関連した構想を要約した緻密な草案はすでに定期刊行物

に発表されていた。これらの構想の基本原則が1992年４月１日のロシア連邦労働省の拡大

諮問会議で審議されることになった。

第２部 新労働法典のもろもろのコンセプト

今後の労働立法発展のためのコンセプトによると，以下のような最重要な指針をとるこ

とになる。

(1) 私的所有の発展と営業の自由・労働の自由を活性化する。

(2) 労働領域にたいし市場諸関係を拡大する。

(3) 労働者の営業活動を助成するような諸条件を創出する。

(4) 国家の企業の経済活動に対する介入を立法的に制限する。

(5) 労働者のもつもろもろの労働の権利と利益にたいし法的な擁護を強化する。

(6) 雇用保障を強化する。

(7) 労働立法を国際法規範に適合させることを保障する。

以上のコンセプトは，既に採択済と目下制定途中の法律・その他の規範的法令を対象に

適用されるものと考えて作成された。またこのコンセプトの立案者たちの考え方によると，

労働法典には労働契約・労働時間・休息時間・労働紛争審理手続といった法典の最も重要

な制度を詳細に規定した一連の個別法令で補充されねばならないとしている。これでは旧

法典の継承にすぎないのではないかという疑問が出て，そこで法典の名称問題が特に審議

されてることになったのである。ソ連邦ロシア共和国労働法典という従来の伝統的名称が

しばしば批判された。法典も同じく法律であり，法律法典 というのも同語Кｏдекс законｏв

反復にすぎないのではなかろうか。一般的にみて，いかなる場合にも法典とは例えば婚姻

法とか家族法というような規制領域の名称であり，刑法典・民法典といった基本的な立法

部門を指示した名称にすぎない。したがって，当該検討中の法典名をロシア連邦共和国労

働法典（略称労働法典）とよぶことにした。

次に草案のコンセプトでは，労働法典を３篇に分け，第１篇総則，第２篇各則，第３編

各種労働者別の労働規制特則に分類した。

第１編 総則

第１編第第１編総則の内容は，労働関係規制のための法的基盤となる規範を規定する。
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には労働立法の課題，その効力範囲，主なる労働関係規制方式と規制原理を１章基本規則

規定する。多様な経済システムへの移行の下で，労働法典が規制しなければならない関係

とは，①その所有・経営形態の別をとわず，個々の市民としても活躍する企業・施設・組

織（やがて企業として成長する）で賃労働者として就労するあらゆる人間の労働関係。②

法律の範囲内で協同組合企業（生産協同組合，合資会社，アルテリ，賃貸借企業など）の

組合員である市民の労働関係および③就職斡旋，労働紛争審理その他の労働と密着した関

係である。

として，以下の事項が要請される。①ロシア連邦全域にたいする労働法典のコンセプト

連邦法の優位を確認する。②ロシア連邦労働立法とその連邦構成体の労働立法との相互関

係を規定し，各構成国には民族・地理・天候その他の特殊性を配慮して労働立法に補足・

修正をおこなう権限をもつ。③ロシア労働法とロシアが批准した の条約の人権に関すILO

るもろもろの国際条約ならびにその他の国際法上の規定との相互関係を規定する。④ロシ

ア連邦の国家権力関係と監督行政機関の労働部門での法創造的権限の区分を明確にしてお

く。一般原則としては，労働者の労働の権利・義務を規定した規範的法令は，法律によっ

て規定しておかねばならない。連邦国家行政管理の最高機関にこうした規範的法令の採択

権限が付与されるのは，当該国家権力機関からの直接の委託があった場合に限られる。⑤

労働関係の参加者に活動・選択の自由の余地をのこさないような大多数の命令的規範は，

地方的な法創造や個人的契約規制を拡大する自由裁量的規範にとり替えねばならない。労

働法典規範には労働者に提供する次のような最低水準の保障を確認規定しなければならい。

すなわち，最長継続労働時間と最低の継続休憩時間，最低基本賃金額，各種の割増・未払

い賃金・保障および補償・分割払いの最低額がこれである。同水準は地方的な法規範や労

働に関する個別具体的な契約のなかで，引上げることができる。現行立法よりも労働者の

状態を悪化させるような地方的な法規範や労働契約条件は無効とみなされねばならない。

⑥雇用主・労働者・国家相互の利益を配慮する協力（トリパルテズム） を確трипартизм

認しなければならない。

本章には，労働関係の法規制の際，次の４つの最も重要な法原理を規定確認しなければ

ならない。 強制労働の禁止。すなわち，刑事罰を厳しく適用して仕事を強制すること１．

の禁止。 労働関係内での何らかの差別待遇の排除。 労働関係面での権利乱用の禁２． ３．

止（民法にも同一規定あり）。 法の類推解釈の禁止（現行労働法典にはその必要がし４．

ばしばある場合でも同禁止規定は皆無）
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（現行労働法典にはそうした規定なし）ここで言う労働関第１編第２章労働関係の主体

係の主体とは，それ相当の権利・義務をもち，それぞれの行為に自己責任を負うことので

きる能力がある関係者として理解される。個々の労働関係の主体とは，その所有形態のい

かんに拘らず活動をおこなう現場企業の個別市民と雇用主を意味するのである。労働関係

の主体である市民の法的地位を規定する際には，先ず第１に人間のもつ権利と自由に関す

る人権憲章の規定を考慮してなされねばならない。（第23条）すなわち，なに人も先ず生

産・創造活動にたいし自己能力を発揮できることを前提にして，労働をその成果にたいす

る権利と労働選択・拒否の自由権，めぐまれた労働条件を選択する権利と国家が保障する

最低賃金を受取る権利，失業から保護される権利が保障されねばならない。また何人も差

別されることなく，同等な労働に対し同等な報酬を受取る権利をもっている。勤労者は自

己の経済的・社会的利益を守るための権利，団体交渉権およびスト権をもっている。法定

年令に達したいかなる市民も等しく労働の権利を所有している。市民のもつ個々の専門能

力に応じて働く権利を剥奪できるのは，法の規定する場合と期間しか許されない。労働の

権利をもつ市民は，自主的に労働関係に参入し，個人的に自己のもつ権利・義務をはたす

のであるが，この原則の例外は，法律で定められた場合のみ許される。この個所では，国

内に長期在住する外国人市民および市民権をもたない人たちの労働の権利についても規定

しておかねばならない。

（ ）と （ ）雇用主もまた集団的労働関係の労働集団 第１編第３章 労働組合 第１編第４章

主体である。なお労働集団も権利主体として，大部分の労働規制と関係をもっているので

労働法典の特則でなくて，その総則に加えるべきである。したがって，労働集団条項には，

以下の事項を入れる必要がある。①労働集団概念には，同集団の活動に労働参加するすべ

ての労働者だけでなく，協同組合組織の構成員を基盤とする労働関係をも含めなければな

らないのである。それと同時に企業内労働集団概念と被雇用労働集団概念とを区別してお

разграничитвь пｏнятия трудовｏй коллектнв предприятия и трудовｏй коллектив наемныхく

必要がある。②企業内の労働集団，すなわちその構成単位である分隊と生産班работников

пｏдраздедений (структурных единнц) и произвｏдственныхのそれぞれの権限を区別する

。③労働集団が企業管理に参加する基本方針（組織型態）を決定する。④労働集団бригад

がその権限を現実に行使できるようにするための法的保障を定めておく。本章ではまた，

労働集団の一般総会（協議会） の権限，同集団の選出代表機関（集会・会конференции

議） の権限をもまた決定しておかねばならない。совет．правление
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現行労働法典は第15章〈労働組合の企業・施設・組織への労働者・勤務員の参加〉のな

かで労働組合の権限について規定しているが，労組は管理機能をおこなうべきではないの

であるから，労組のもつ権利に関する規範は全体としてみると労働関係規制原則の意味し

かもたない。これについては，「労働組合」と称する条項を設けて，法典の総則に入れて

おくのがよい。

労働組合とは，自己の労働の権利，その他の社会・経済的権利と利益を擁護するために

労働者に対してそれにふさわしい仕事口を創造するための独立した社会組織として定義さ

れてきたが，多元主義的労働運動の下では，労組は自らの組合員のみの利益を代表するも

のであるが，その信頼によっては組合員以外の利益をも代表することができる。およそ労

働組合というものは，１つの組合組織で労働者と雇用主双方の権利を代表することはでき

ないのである。１企業内に多数組合と少数組合といった２つ乃至それ以上の労組のある場

合は，労働集団はそのうちのいずれの労組に当該労働集団の一般的利益を代表委任させる

かを決定することができるのである。労組は勤務者の利益を代表して，これらの利益を明

らかにし，形にして表現し，擁護するのである。

労働法典には，労働組合が勤労者の利益を代表するために必要な以下の基本的諸権利を

規定確認しておかねばならない。その権利とは，法案作成参加権，雇用主と交渉をおこな

う権利，協約締結および集団的労働紛争終結権，ストライキを組織し実施する権利，裁判

による勤労者の利益擁護権その他である。この場合，労働組合としてふさわしくない異質

の機能とか権力的機能から漸次自由にならなければならないのである。また労働組合が組

織活動をおこなうためのしかるべき条件を創造する雇用主の義務を規定確認しておかねば

ならない。労働法典の規定する労働組合の諸権利の保障レベルのアップについては，それ

ぞれの職場における契約方式でもできる。

第２編 各則

возникновение，изменение и прекрашение第２編各則には「労働関係の発生・変更・解消」

の章をはじめに設け，同章には新しい根拠に基いて一連の原則的な問трудовых отношений

題を決定しておく。およそ労働関係は，周知のように当事者の双方が自由意思により締結

する労働契約にもとづいて発生するのが原則である。しかし，個別的には，協同組合企業

のメンバーとなり役職に選任乃至任命されるなどと同時に労働契約が締結される場合もあ

るので，これについても労働法典で規定しておく必要がある。次に，労働契約上の基本的
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条件と補足的条件とを明確に区別しておかねばならない。先ず基本的条件とは労働者の労

働機能・労働場所（企業およびその機構上の部署）仕事開始日時・労働契約に種類とその

有効期間・賃金条件に関する契約である。労働契約の補足的（任意的）条件とは，法律上

規定のない何らかの労働・生活問題に関連した事項に関するものである。労働契約上の条

件は，労働法典に規定のある場合を除いて，一方的手続で変更することはできない。

は労働者の活用できる法的保障水準を低下させ有期労働契約срочный трудовой договор

る。すなわち，労働者は自己依頼により勝手に労働契約を解消できず，契約期間満了とな

ると理由なしに解雇されるのである。この件については，有期労働契約の締結は「勤労者

の当面の仕事の性格乃至その遂行条件乃至彼らの利益を十分考慮したうえで，本労働関係

を不特定期間に設定できない場合に限り」可能となるという の条約第166勧告を十分ILO

配慮しなければならない。フランスでの実施例を参考にして，有期労働契約の締結できる

あらゆる場合を列挙することによっても，こうした問題を解決できる。有期労働契約が極

めて多く締結・利用されている現今を考えてみると，こうした制限規定が特別の現実味を

もって迫ってくるのである。

には，特に本人の仕事の資質以外のもろもろの状況だけで採用を拒否す採用の保障規定

ることはできないことを強調しておく必要がある。採用時に雇用主が労働者に請求できる

書類の一覧表とこの規則違反にたいする を労働使用者責任ответственностъ работодателя

法典に規定しておく必要がある。市民が請求すれば，雇用主は採用拒否事由を文書にして

当人に通知する義務がある。市民は違法な採用拒否を裁判所に提訴できる。ただし，本規

定は親族の共同経営する職場は除くという意味あいにおいて，国営・自治体企業にしか適

用してはならない。

現行法では当事者の合意による といっても，試用制度испытание при приеме на работу

本来は雇用主の利益のみを考慮した規定であるので，本制度は労働契約当事者の平等原則

に反するものである。こうしたことを考えると，労働者は試用期間中に使用者にたいし事

前の予告なしに労働契約を破棄する権利をもっている。

とは，労働契約上の何らかの労働条件に変更を伴う移動転職перевод на друтую работу

をいう。法律上の何らかの規定がない以上は，両当事者の合意なしにそれを変更できない。

労働者が締結した不特定期間の労働契約を破棄する場合は，２週間前に管理部に予告しな

ければならない。現行労働法典第29条は，労働契約の破棄ができる事由のすべてを明記し

основание прекрашенияていない。そこで以下のように当事者の発意によらない破棄事由
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を補足しなければならない。①企業破産трудового договора не по инициатнве сторон

と企業整理，②国営企業に勤務する個別従業員が一定年令に達した場合，③従前の就労者

の復職による労働契約の破棄④両親のいずれか乃至事実上の養育者の要望により14～15才

の労働者の労働契約の破棄⑤法律により権限を付与された機関と公務員の要求。使用者側

の発意による労働契約破棄事由項目には，更に以下の３項目を追加し簡素化することを提

案する。①人員数・定員の縮小，労働条件の変更などによる生産・労働組織の改変，②労

働能力やしかるべき資格の喪失等による労働者の有責職務への不適合，③労働者の重大・

系統的労働義務違反。

法律にあらかじめ規定する場合を除き，雇用者の発意による労働契約の破棄を許さない

という労働法典第35条の規定を今後も維持しつづけるが，同時に労組の同意を要しない周

到な労働者解雇目録を再録しておかねばならない。労働法典には最近の解雇手当金額を規

定しておかねばならないが，同金額は本人の当該企業での労働歴に準じて規定するのが合

理的である。法典 では就職・失業市民・適職第２編第２章〈就職およびその社会的保障〉

・不適職といった概念を明確に定義し，就職に関する市民のもつ権利とかその保障を規定

して，住民のための国の就職支援基金と就職斡旋機関の機能を明確にしておく必要がある。

とりわけ，元雇用主が住民の就職保障に協力することを明記しておかねばならない。

の項目には，週40時間を超えてはならないとする最長週労働第２編第３章〈労働時間〉

時間数のみを明記しておく。休日前・祭日前の最長の継続労働時間乃至これらの日の交代

労働で短縮される最低時間数を明記する必要がある。こうした具体的な継続労働時間数を

確定するには，それぞれの経済的可能性を考慮して，企業内の内部管理規則に規定してお

かねばならない。週５日労働制，週６日労働制，総労働時間の換算制，伸縮自在な弾力的

な労働時間制などといった労働時間制については，各企業が自主的に決定しなければなら

ない。雇用主は，個々の労働者の合意をえて彼等に課した仕事を期限前に遂行した場合に

は継続労働時間を短縮する権限をもつ。管理部が従業員に時間外労働とか休日労働をさせ

る権限をもつ例外的規定（法典第54条・第63条）は維持しておかねばならない。同じく雇

用主が個別労働者の合意をえさえすればその他の場合にも，時間外労働とか休日労働が認

められねばならない。こうした方式をとる場合には，当該労働にたいする報酬形態や金額

の問題を決めておかねばならない。報償金額については，法定賃金以下に設定することが

できないし，法的にそれぞれ禁止されている未成年者などを時間外労働に使用することも

許されない。 の条項には，労働者に最低の週休・年次の休息権第２編第４章〈休憩時間〉



－136－

の活用を保障する最低限の保障水準を規定しておかねばならない。労働者の休息時間数は

個別企業ごとの経済的可能性を考慮して決定し，個別の規則で規定しておかねばならない。

法典には，休憩の日時を減少させないよう現行の祭日の一覧表を再検討し，休日と祭日が

重複する場合には，代替休日を設定しておかねばならない。年次有給休暇については，週

６日制を基準に，24日間（４週間）以上とし，休暇条件ならびに同申請手続についてもあ

らかじめ法典に規定を設けておく。また労働者の部分的休暇活用権とか解雇につながる休

暇活用権についても規定しておく。労働者の無給休暇の際に必ずおこなう必要のある申請

手続についても法典に規定しておくのが合理的である。

の項目には，次の事項を規定しておく。労使双方の労働保護第２編第５章〈労働保護〉

面での権利義務規定を設ける。この領域での労働者の権利保障，安全・労働保護管理，労

働安全に関するもろもろの基本的規定と科学的保障問題，労働安全や労働保護に関する一

般労働者・専門家・同管理当局にたいする要求事項。

の各条項を検討作成の際には，以下の事項を挿入しておかねばな第２編第６章〈賃金〉

らない。つまり①企業が賃金資金として使用可能な金額決定の自主性，②予算財政で運営

する施設・組織各従業員の職務の質量による賃金等格付けの必要性，③賃金体系の設定・

追加金・割増金・ボーナス等の刺戟的賃金額とか各種労働者数相互のつりあいとは別にし

た労働者構成・定員数を企業が独自に決定する権利を規定しておかねばならない。本章に

は特に賃金支払条件設定に関する労働協約の機能について規定しておかねばならない。ま

た労働年令にみあった当該労働者が消費する物品やサービス価格にふさわしい最低賃金率

を設定しておかねばならない。国家は最低月額賃金率を下らない金額の賃金を労働者に保

障しなければならない。こうした保障のできない企業は破産者となり，一掃される。所有

主の代表者と部門別労組は協議して賃金率と等級相互関係を自主的に決定する。企業は，

労働協約のなかでこうした指数を拡大する方向で具体化する権限をもつ。国家は残業，規

定外労働を補償する最低の追加・割増賃金額を規定する。また本節の検討作成の際に以下

の国際人権条約や の賃金問題に関する条約や勧告などの国際条約規範についても配慮ILO

しなければならない。経済・社会・文化的権利に関する国際条約第７条。1949年の賃金保

護に関する第95号条約および1951年の同等の価値のある労働にたいする平等な報酬にかん

する第100号条約。賃金支払保護にかんする第85号勧告。

の条項には，労働者の基本的職務の遂行を妨げた第２編第７章〈保障金・補償金支払〉

国および公共組織は，原則としてそれに対し補償費用の支払いを義務付けられるとの規定
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を設けるのが合理的である。この最低補償金額を法律で規定しておく。企業の場合は，自

第２編第８章〈企業労働者にたいする社会文化・生己資金により増額することができる。

の条項には，現行法典はこうした条項がなく，大抵の企業は労働者の色々な活サービス〉

社会生活上の必要を充足させるための配慮は自らでおこなっていた。新法典の条項は1956

年の 条約第102号の「勤務者の生活サービスについて」勧告をベースにしなければなILO

第２らない。社会文化および生活サービスの具体的形態については労働協約で規定する。

では，まず労働者が企業の財産とか管理に参加・関与し，高度の労編第９章〈労働規律〉

働生産性を向上させるための条件を創造して，仕事にたいするもろもろの物質的・道徳的

な刺戟等を導入することによって，労働規律の順守が確保されることを規定に入れておか

ねばならない。内部労働管理規律に関連する問題のすべては，企業内の労働集団が承認す

る部門別規則内で解決するべきである。労働者と管理部の義務については，法律とか部門

別内部労働管理規則以外にも，労働契約（雇用契約）のなかでも規定できることを法典内

に規定しておくとよかろう。新労働法典には，仕事上の特別の功績にたいするロシア連邦

国家のいくつかの重要な功労賞を列記し，国および自治体企業のおこなう報奨にはその受

賞者の勤務先の職場の労働集団の意見を考慮し，報奨制度の威信を復活させ，かつまた道

義的報奨と物質的報奨がかねそなわるような規則設定が望ましい。また懲戒処分事項より

1957年６月25日付の 第105号条約に違反する３ヶ月間内の低賃金労働への配転とか，ILO

低い地位への更迭規定を削除すべきである。新法典の規定する懲戒処分項目は周到に規定

しなければならない。これまで労働規律違反者に追加適用されていた補足的な法的制裁措

置のすべてを撤回しなければならない。１件の違反行為については，１件の処分措置しか

適用しないことにする。同志裁判所は撤廃するのがよい。

の条項を新設する。現今の社会状況下で第２編第10章〈労働契約当事者の物質的責任〉

は，両当事者の物質的責任は特に重要な意味をもっており，同責任規定を統合し，根本的

に改正が必要になってきている。本条項を実体的法規範と訴訟的法規範を含む内容の規定

にし，①責任総則②労働者に対する雇用主責任③雇用主に対する労働者責任を規定して，

労使双方の責任を明確にし，かつまた双方の損害賠償責任の範囲とそれに関する手続規定

を設ける必要がある。雇用主は労働者の物質的損害に対して完全に賠償義務を負う。労働

者の健康被害にたいする損害賠償については特則を設け，更にこれを完全なものにする必

要がある。そのための基本条項を労働法典に規定しておくのがよい。人間の権利と自由を

宣言した法典第22条と関連して，同じく法典に労働者の道義的損害賠償請求権を明記しな
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ければならない。同時に，労働者の要求を充足させるため，裁判所は労働者に支払うため

の100％の罰金額を，とりあえず地方予算収入として使用者から徴収しなければならない。

使用者は労働者より徴収する正確な損害賠償金額と損害発生原因となる違法かつ有責行為

を証明しなければならない。労働者の免責となる事態を規定した負責条項を規定しておく

必要がある。どんな損害発生時にも，労働者が負担する責任の一定の基本的限度を規定し

ておいたほうがよい。18才以下の労働者は故意による損害責任しかとわれない。物質的責

任はすべてロシア連邦法を根拠にしてとわれるのである。個人乃至作業班としての契約責

任を適用する範囲限度を判定し，その加重規制を認めないでおくのがよい。物質的責任が

完全に問われるのは，裁判判決で確定した労働者の犯罪行為による損害発生の場合とか，

故意による損害発生の場合であることを規定しておくべきである。当事者の同意をえた，

分割弁済，同等物譲渡乃至無料の修理による損害賠償も許される。損害徴収は原則として

裁判手続でおこなわれる。検察官は，国営乃至公営企業に限りその物質的利益を擁護する

ために裁判所に提訴する権利をもっている。

の条項には，特に労働者は紛争解決のために労働紛争第２編第11章〈個人的労働紛争〉

委員会か直接裁判所のいずれかに提訴を選択する権利を規定することが望ましい。労働委

員会が組合員の利益を擁護しようとしても裁定主体にはなれないし，労働紛争を審査して

はならない。ただし，いずれの場合にも，労働紛争審理機関に出て，労働者の利益を代表

することはできる。

の検討のさいには，社会的共同法に指導され，こうし第２編第12章〈集団的労働紛争〉

た問題の平和的解決を統括した 文書・資料を活用しなければならない。ILO

の条項では，以下の規範を採第２編第13章〈労働立法順守の国家監督および社会統制〉

用すればよい。①監督統制活動の目的・内容・範囲・形態②監督・統制機関のシステム③

これらの機関の基本的根拠。本権能をもつ各機関の活動対象は，労働立法順守の監督と統

制である。それは使用者の侵害から労働者のもろもろの労働権を擁護するためのものであ

る。例えば，使用者が所定の労働者解雇手続を順守しない場合のように明らかな法違反が

あった場合に限り，監督・統制機関は労働者の権利を復職させる決定を下せることを規定

しなければならない。その他監督・統制機関の実施した審査資料を労働紛争審理機関が考

慮する場合もある。国家監督機関は摘発した法違反の除去を法的に義務付ける命令書を出

して，その件について有責の公務員に法的責任を問う権限をもっている。とりわけこれら

の監督・統制機関と密接に関係するのが，各種の特別監督局である。ロシア連邦労働省は
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これら監督・統制活動を調整する全責任をおわねばならない。

労組協議会・労組委員会 およびこれらの機関の組織するсоветы и комитеты профсоюзов

社会組織である労組委員会 などもまた国家監督部局と接触を密にしてкомиссии профкома

労働立法順守の社会的な統制をおこない，必要とあらば責任者にたいし法的責任を科すた

めの監督資料を提供することができる。第13章には，労働法違反の責任のある公務員に規

律上・物質上の責任，行政乃至刑事責任を科する規定を設ける必要がある。労働立法順守

の国家監督を実施する機関乃至労組の要求があれば，労働契約（雇用契約）は破棄されね

ばならない。

〈国家による社会保障〉の章に代って， という第２編第14章には〈労働者の社会保障〉

新しい章を導入すべきである。本条項は労働立法と社会保障立法とを連結させる重要は規

定である。草案の後半の３分の１は個別労働者の労働にたいする法規の特則に関するもの

である。個別労働者の労働にたいする法規制の違いを理由付ける問題を正確に解決するた

めには，この特殊性を規定するあらゆる要因を考慮するするしかない。同時に主導的な行

政管理システムの下で生ずる過剰な省庁別の違いを認めてはならない。筆者は，この特殊

性を考慮する際のコンセプトの前提には以下の10の事項が基本的な客観的指導になると考

えている。①企業の所有・経営形態と従業員数②労働の性質と労働条件③企業と労働者の

仕事上の結合の性質④自由な経営ゾーンの創出⑤地理的環境とそれ以外の好ましからぬ条

件⑥女性・未成年者・労働不能者・年金受給前と年金受給年令者の肉体上の生理的な特殊

性⑦家内主婦の特殊な社会的役割⑧移民および被強制移住民⑨勤労者の就労学習と学習就

労を結合させるための努力⑩労働者の就労地区での非常立法の導入。

には，各種生産共同体（生産共同連第３編第１章〈各種非国有企業（組織）の労働者〉

合・アレンダ型の企業・アルテリ・共同組合・家内企業など）で働く労働者の労働にたい

する特殊な法的規制を反映させなければならない。本章には会員資格に基づいた共同所有

者や賃借人として働く者とか当該企業に雇用契約に基づいて働く者のそれぞれ異なった労

働関係の法的特殊性を正確に区別して規定しなければならない。また本章には企業の所有

形態の変更とか仕事量を減少させることなくアレンダ制へ移行する際に全共同組合員を自

動的に解雇することにならないような規定にしなければならない。定員縮小の場合に限り，

個別労働者は所定の手続により解雇することができるのである。

協同組合企業のそれぞれがもつ権限を立法化する際のその特殊な労働関係の法的規制方

法については，それぞれの企業の規約 とかその他の地方法令 のなかでおこなう必устав акт
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要がある。更にそれと関連して，特に労働関係の発生と解消・労働時間・賃金・労働者の

懲戒責任・物質的責任・個人的労働紛争審理手続の規定を設ける問題がある。少数従業員

企業では，個別法規にかわって既存の慣例を適用する。このようにして，家内企業労働者

の労働関係には中央で統一した手続を適用しないが，家族構成員の要求があれば，その労

働条件は特殊な労働契約によって確定することもできる。市民による個人経営企業の就労

者の労働にたいする特殊な法的規制とか農業や個人的副業企業で雇用労働者の活用とその

限度は何かといった問題を決定する必要がある。以上の企業で雇用労働者を活用する場合

は，すべて労働契約を締結し，それぞれ所定の行政機関に登録しなければならない。

合弁企業 とか外国人・法人が所有する企業でのロシア人と外国совместное предприятие

人市民の労働を法的に規制する問題についても，特に注目しておく必要がある。労働組合

あるいはその他の名称でよばれる被用労働者団体は，そうした会社と労働協約を締結して

被用労働者の個別的な労働条件を決定し利潤配分・企業管理などに参加できるのである。

には，農業生産・各種の運第３編第２章〈特殊な労働乃至労働条件のもとでの労働者〉

輸通信・商業・知的労働に従事する労働者の労働をそれぞれの労働の性格を考慮して規制

するための特別規則を規定しておく必要がある。企業の組織・法形態とか所轄官庁とは別

に，石炭・ストーブ工業・地下設備建設などの地下労働，原子力産業・金属・化学・繊維

産業・木材産業，山林経営に従事する人たちのそれぞれ専門に応じかつまた労働条件の性

格に応じた特殊な異なった労働にたいする法規制をしておかねばならない。本節にはまた，

1978年の 「公務員の労働関係に関する条約」に従って，国家公務員や国営企業で働くILO

労働者や軍属などの特殊な勤務についても規定を設けておかねばならない。

の条項には，臨時就労者・季第３編第３章〈特殊な労働契約を締結する労働者の労働〉

節就労者・自宅手工業者・兼業者などの個別カテゴリーの労働者と企業との間の特殊な労

第３編第４章 〈自由経済圏の働関係を反映したそれぞれ異なった労働条件を規定する。 の

の条項には，自由経済圏 の企業で就労者の労働〉 сэз＝в свободных экономических зонах

は最新の規範的法規に基づいて労働者の雇用・解雇・賃金額・労働条件・物質的報償・就

労休息制度・社会的保障・補償問題のすべてを自主的に決定し，労働協約（協議）と個別

契約（雇用契約）によって調整をおこなうといったことを規定しておかなければならない。

こうした手続で採択された自由経済圏規則には，個別経済圏の就労者のその他の労働条件

も規定することができる。 の条項には，第３編第５章〈天候不順等の下での就労者の労働〉

①極北地帯②人跡未踏の僻遠・高山地帯③放射能をふくむ人災地帯での就労者の労働に関
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第３編第６章から第10章 婦人・若年する特殊な法規制を設定しなければならない。 には，

者・勤務不能者・年金受給年令前の者および年金受給年令者すなわち市場経済への移行下

に関する規定を設ける。これらの条項には 条約やで要社会保護度の高い労働者の労働 ILO

勧告に関する最近の立法を引用すべきである。労働法典はこうした人たちの最低限度の法

的保障を規定に盛り込み労働協約締結やその他地方的な規範的法令の作成の場合に活用し

うるような保障水準の向上を勧告する内容のものでなければならない。企業が上記の人た

ちや次の に規定するような青年学徒の労働活用に関心をよせることを保障す第３編第11章

第３編第11るためには，課税優遇制度とかその他の特典を広く採択することが望ましい。

の条項には，こうした労働者の労働に関するもろも章〈学習勤労者と勤労学習者の労働〉

ろの規定を設けなければならない。こうした規定の基本的目標は，こうした人たちが自ら

の専門能力の向上養成に役立つような物質的なものを含む条件を造り出すためのものであ

る。 には，こうした地区の就労者の第３編第12章〈非常事態発生地区での就労者の労働〉

仕事の特殊性を盛り込んだ規定を最新の立法を参考にして設けなければならない。

以上の規定が1990年代はじめに作成された主要なコンセプトであり，こうした基本的な

アイデアのすべてを合格済（試用に応えるアイデア）とはいえないにしても，その考え方

は現実的であり今日的である。さらにこうしたコンセプトのいくつかは，既に1992年９月

25日付のロシア連邦法のなかに立法化されており，かつまたその多くのコンセプトは1998

年のロシア労働省の用意した労働法典草案のなかで採用されている。

第３部 新労働法典への道

以上考察したコンセプトは，これまで存在してきた現今の移行期の社会・経済諸関係よ

り発生したものである。このコンセプトに基づいて作成した法典案を1992年６月１日付で

ロシア最高会議連邦会議の社会政策委員会が提案したが，移行期の現存する諸関係以外に

も将来発生する可能性のある諸関係をも規制できるような法規範を法典内に挿入すればよ

いのではなかいと認められることになり，かくして，同法典案の策定に際して既に発展し

た市場経済のために労働立法規範を最大限に活用するよう提案されることになったのであ

る。こうした見解は原理的には当時の経済界に普及していたマネタリズムの政策に相応す

るものであったが，この見解は労働法分野の専門家の多くのもっともな反対をうけざるを

えなかったのである。専門家たちは既存の市場関係を規制する規範では移行期の諸関係を

規制できないと考え，もしもこうした法典が採択されてもその大部分は実際に適用されな
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かったことで周知されている1918年の労働法典と同様の運命をたどるのではないかと考え

たのである。そのためには，わが国において確固たる市場関係の発生するまで法典作成・

採択を延期すべきだと提案した。換言すると，こうした見解の支持者は要するに，法典を

改正する程には新法典を採択する時期ではないと考えたのである。ところが多元経済制度

から国家経済への移行期に採択された1922年の労働法典は50年間もの長期にわたり，すな

わち現行労働法典が施行とされた1972年４月１日まで効力をもちつづけたのである。労働

関係の法的規制の基本台帳となるはずの新法典の早急な作成に反対する人たちの見解が勝

利して，そので「ロシア連邦労働立法の基礎」 草案Основ законодательстьа о труде рф

が作成されることになった。作成準備過程で，その内容についてきわめて重要な改正がお

こなわれ，その採択にいたるまで一般的審議すらされなかったのである。労働立法改革作

業は個別問題について，それぞれ法律を採択し，現行労働法典に一連の法改正をほどこす

方法でおこなわれた。こうした方法の結果，法律上の「つぎはぎだらけの古い隙間」が生

じ，コンセプトとしての基礎を欠くこととなり，そのため相矛盾し，法としての適用すら

難しくなり，労働立法の実施要求を満たせるものではなかった。このために，1995年秋の

国会聴聞会で現行労働法典の第１次改正・補足法案にたいし支持がえられなかったのも偶

然とはいえなかったのである。第一次労働法典案は既に，1994年の国会議員・国家権力や

各企業組織の代表者と労組役員ならびに労働法部門の専門家の参加したロシア連邦商工会

議所主催の円卓会議でも基本的に否定的評価をうけていた 移行期の現実に答える労働。
注⑩

法典の不在は，労働者のもろもろの権利の擁護にたずさわる裁判所・検事局・労働監督局

の活動を困難にした。しかも問題はこれだけではなかったのである。労働関係規制につい

て各法部門からの集中的介入（干渉）がはじまったのである。例えば，労働立法の有効領

域から国家公務員や地方公務員が事実上対象除外されることになり，今日では声高に勤務

法 といった新しい法部門の発生が云々されるようになったのである。連служебное право

邦国営企業指導者・国立アカデミー・ボリショイ劇場俳優などの特殊な労働者との労働契

約は，特別法に基づいて民法規範で締結されるようになった。新民法典には，例えばロシ

ア連邦民法典第139条「勤務上乃至営業上の機密をもらした労働者の責任」のように，じ

かに労働者の労働関係を規制し，労働立法と較べて労働者の法的地位をひどく悪化させる

ような条項が規定されるようになったきた。さらに，労働法規範的な内容条項が多くの複

合立法のなかに取入れられるようになった。例えば，1998年９月17日付のロシア連邦法の

「伝染病予防免疫法｣ とか同じく「応急事故処理勤務員・救助隊員資格法｣ がその適
注⑪ 注⑫
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例である。

今日的な労働法典の欠如が労働法専門家の目でみて極めて外国風のロシア連邦労働省の

法案の出現を助成させてしまったのである。本法案は労働省の旧次官ペ・エム・クドリュ

キンを長とする労働問題調査専門家鑑定基金スタッフを中核とするグループが当時労働省

の第１次官エム・エドミトリエフの指揮下で作成したものである。同草案の中核作成者は

クドリュキン次官であった 週刊紙〈バーシェ・プラボ〉の記者とのインタビュで，ク。
注⑬

ドリュキン次官はこの草案の多くの問題解決には専ら「労使双方に満足されるように」配

慮したと述べている どのようにそれがなされたのか，草案をみてみよう。それには。
訳者注⑭

個人的労働契約の契約期間は自由に締結できると規定している。このことは有期労働契約

内容に広汎な自由な余地をあたえていることを意味している。不定期の労働契約について

は，契約締結双方に何らかの義務を科すことなしに，いつにても双方が契約を解消できる。

使用者の発意による個人的労働契約の解消に関する条項には，その解消事由の規定もない。

したがって，使用者は何時にても何の事由なしに労働契約を解消する権利をもつことにな

る。（ただし，被用者に責任を負わすことができない事情の解雇の場合には，解雇手当を

本人に支払うことになる。）更に，労働契約の停止，すなわち労使双方が当該契約義務を

まぬがれる期限を特定しない一時的労働契約の停止の可能性についても規定しているので

ある。問題はこうした規定を設けて，はたして労使双方に本当の満足がえられているかで

ある。大抵の問題解決の際に，使用者側にしか十分な満足をあたえていないことは明らか

である。ロシアの労働関係規制方式がアングロサクソン・モデル，正確にはニュージラン

ド・モデルを導入しようというアイデアが草案のコンセプトの基礎をなしていたことが明

らかである。わが国の労働法を活性化するために，発達した市場経済国の労働法規範を無

批制に導入した理論的締結がこのような次第となったのである。

第４部 重要な段階

ロシア労働社会発展省は，1998年10月はじめにロシア連邦労働法典草案を承認しロシア

連邦政府に送致した。かくして，労働立法制定への主要な作業はこれで完遂した。本労働

法草案の骨格は以下の通りである。

第１章 総則

第２章 労働関係における社会的共同

第３章 労働契約
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第４章 労務管理規則

第５章 労働時間

第６章 休憩時間

第７章 労働賃金と賃金率

第８章 保障と補償

第９章 労働者の職業教育（訓練）

第10章 労働安全・労働衛生・労働保護

第11章 労働契約両当事者の財産上の責任

第12章 労働者の個別カテゴリーによる特別の労働規制

第13章 労働者の諸権利の保障

第１章・第２章を総則に，第３章から第11章までを各則にまとめられる。いいかえると，

法典草案は1991年のそれと同様に第１編総則，第２編各則，第３編各種労働者の労働の法

規制に関する特則とする。第４編として第13章の労働者の諸権利保障に関するもろもろの

規範を入れる。そこでは，労働と労働保護（第42条）個別的・集団的労働紛争審理手続

（第43～44条）労働組合による労働者の労働権の保護（第45条）に関する法律およびその

他の規範的法令順守にたいする監督・統制についてである。現行労働法典は，周知の通り

18章255条であるが，労働法典草案は44章350条以上となる。草案の条項数の増加は労働関

係を規制する法の役割の増大という積極的な傾向を証明するものである。なぜなら同関係

を規制する準規範的法令が今日特に多くなる傾向にあるからである。こうした傾向は明ら

наличиеかに法的社会国家の理念にそうものではない。法的真空といった「空白個所」の存在

をますます容認してはならない。草案はこうした空白белых пятен，юридического вакуума

をうずめようと試みているのである。草案ではこれについて社会的共同，労働契約両当事

者の財産上の責任，労働者の労働諸権利の擁護条項を規定した新しい構成になっている。

ロシア連邦労働法典草案の注釋メモには，ロシア労働省が同草案準備に際して基本的には

市場経済の現実にてらして労働立法を作成する必要があると述べている ロシア連邦。
訳者注⑮

労働省は，現行労働法典には経済的にみて実行しにくいような非現実的な多くの保障・特

典を規定しすぎたために少なくとも以下のような２つのよろしくない傾向が生じることに

なったと指摘している。①とりわけ経済商業セクターでは労働法典通りに完全適用すると

使用者側が完全に経済的に不利になり，それを実施できないと考えて労働法上の関係が

すっかり民法的関係にすりかえられて運用されたために，労働者側は最低限度の保障さえ
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も奪われることになってしまった。②婦人・若年者・就学労働者・身障者などの労働法典

により公的に保護されている人たち程，労働市場でますます競争力のない弱者となってし

まった。

これについては，ロシア連邦労働省は法典案のなかで，人と社会と福祉のための経済的

基盤を創造するために生産的・経済的機能と労働立法のもつ保護的機能を最適に融合する

よう試みたと言う。また法典案は現行労働法典よりもより広汎に労働関係の契約的（集団

的・個別的）規制を活用するような規定を設けている。同時に労働契約の締結・変更・解

消問題に関する労働契約・労働協約上の両当事者双方のもつ権利の拡大と組織内の労働関

係規制についても労働者と労働コレク４フの役割を向上させている。また同法案では国家

による規制と契約による規制との相互関係についても以下のように考えている。①国家に

よる規制では，国家には憲法規定とそれを実施するための基本的手続条項とさらに国内の

あらゆる領域に義務的に適用される労働法の各制度上のもろもろの労働権を総体として保

障するよう労働立法内に確認し，そのための具体的な規定を設ける権利を保持する。②労

働協約による規制レベルでは，労働組織の部門別・地域別・職業別その他の特殊性を決定

して労働者のもろもろの労働保障水準の向上を保障する。③さらに個別契約による規制と

は，労働者自身が直接労働条件の決定に参加して決定する方法であるが，このような方法

をとおして，労働機能の性格と内容を正確に把握し，それを遂行する特殊な状況・労働者

のもつ専門性と色々な労働刺戟形態などを応用することを可能にしている。

複数の労働組合がもつ諸権利についてどのように規定を設けるかという問題は最も複雑

な問題のうちの１つである。草案はこの問題について使用者に対し労働者の代表機関と相

談（協議）する，できればその意見を配慮する義務を条件としているが，最終的決定・採

択権は使用者側にあるとしている。

草案には各種労働者にあたえられる各特別の保障レベルの規定を設けている。例えば，

幼児をもつ婦人の出張禁止を解除するとか，就労労働者にはそれにふさわしいレベルの教

育を１回限り付与するといった規定などがそれである。また草案は国家的・公共的義務を

遂行するために労働を離脱した場合には国家乃至公共機関がそれ相当の補償をしなければ

ならないという規定を設けている。草案が各種労働者の労働規制の特殊性にかかわりをも

つ特別の章（第12章）を設けていることについては既述した通りであるが，その内には組

織指導者とか組織の執行機関の協議員，18才以下の若年者，２ヶ月以下の労働契約を締結
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した短期労働者，季節労働者，交替労務者，使用者の下で働く自然人などが含まれている。

草案は現行法の「労働協約・協定法」「集団的労働紛争処理法」および「ロシア３者委

員会」 法案を若干修正して独立した章として再録О Российской трехсторонней комиссии

した。ロシア連邦労働法典草案は，ロシア連邦内の各主体，連邦執行権力機関および労働

組合連合で審議された。ロシア連邦労働省は以下のような回答をえた。すなわち，ロシア

連邦共和国の75の主体のうち，24主体が草案賛成，48主体は苦情・注文をつけ，３主体が

法案に否定的評価を表明した。48の連邦内執行権力機関のうち，23機関が草案賛成，23機

関が注文付けに留り，１機関すなわち連邦労働省だけがこれに反対した。ロシア連邦司法

省は注文をつけなかった。ロシア独立労働連合 は本ロシア連邦労働法典草案に関してфнпр

独特な立場に立っていた。同連合は労働者のもつもろもろの労働権を立法的に擁護・強化

することを主要な課題とする一方で，その方法としては社会的共同に参加する当事者のあ

らかじめの同意をえられるような労働関係の改革のコンセプトを土台にしてその立法作業

を実現することを提案したのである｡ 同連合は労働法典草案が労働関係の立法的規制
訳者注⑯

に関して多くの問題のある規定をしていると批判し，同時に同草案は現状のもとで就職口

の拡大にも生産活動の調整にも何ら役立たずのしろものであると強調した。草案のなかに

は，仕事の微調整を必要とする労働・就労形態とかそれにはどういった就職希望者が該当

するのかについて記述されていない。同じく草案には，使用者の展開する多種多様な組織

法上の活動形態の中での働きにたいする特殊な規制方法について，またその労働関係にた

いしてはどのような形態の管理機関とかその権限があるのかについて，はたまた労働にた

いする地方的な規範的法令採択の形態・内容・手続についても何も規定をしていないので

ある。草案が規制対象としたのは特定システム関係で成り立っている巨大企業の労働規制

であり，中小企業組織で働く労働者の労働権の実現を特に規制してはいないのである。

草案の重要な欠点を以下にあげるとすれば，①今日の労働賃金規制に必要な多くの規範

が欠如している点である。②使用者が支払能力を失い破産した場合の労働権の保障や特殊

な労働関係にかんする規定の欠如。③労働保護について労働安全，労働衛生・環境，新技

術に関する今日国際法上の要請にたいする配慮の欠如。④労働者の職務審査と職務上の昇

вопросы интеллектуальной格問題に関する規定の欠如。⑤労働者と使用者のもつ知的所有権問題

に関する規定の欠如，である。собственности

ロシア独立労組連合としては，社会的共同の当事者たちで，提出された法典草案のなか

に，将来のロシア労働立法の基礎となる基本原理を再度あらかじめ決定しておく必要のあ
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ることを指摘しておきたいのである。各国相互間の経済的依存性が増大しつつあるなかで，

ロシアの労働関係の法的発展をさらに前進させるためには，労働部門で公認された国際的

原則と法を最大限法的に認証する必要がある。新しい労働立法は，労組と使用者双方が相

互に協力するという原則で組織された広汎な調査分析活動の成果でなければならない。

ソ連邦最高会議公報，1940年７月５日付 .20.モスクワ注① no
1946年８月21日付ソ連邦人民委員会議決定。ソ連邦法令集。1940年 .22.第543条。注② no
例えば，1983年11月17日付のソ連邦労働省および全ソ連邦労働組合中央委員会書記局決定で注③

認可の工業部門の作業班の独立採算制導入にかんする勧告。ソ連邦労働省通報。1984年 .２no
1988年２月５日付のロシア共和国連邦最高会議幹部会令〈ロシア共和国連邦最高会議公報〉注④

1988年 .６.第168条。no
〈ロシア連邦人民代議員大会およびロシア連邦最高会議公報〉1991年 .17.第506条。注⑤ no
〈同上〉1991年 .47.第1661条。注⑥ no
〈同上〉1992年 .41.第2254条。注⑦ no
これと関連して，1992年９月25日付の法律で1991年の新法典のコンセプトのうちの若干の規注⑧

定が公認されたが，その主要な規定についてはあとで述べることにする。

〈立法と経済〉誌。1991年 .20。注⑨ no
の「ロシア連邦労働法典：１歩前進か後退か」〈ロシア司法〉誌。1994年 .７.注⑩ В．Ершов no

1998年９月22日付の「ロシア新聞」注⑪

〈ロシア連邦法律集〉1995年 .36．第3503条。注⑫ no
〈 〉紙1998年 .４。注⑬ Ваше право no

エム・エ・ドミトリエフとペ・エム・ドリューキン・グループの作成した1998年７月22訳者注⑭

日付ロシア連邦政府の経営改革委員会作成の第２次労働関係改革案である。ロシア連邦の労働関

係改革のコンセプト草案は，「2002年ロシア連邦労働法典とその制定をめぐる関係資料②」のう

ちの資料⑤に紹介済である。2003年９月刊の「高松大学紀要」第40号94頁以下参照。

1998年10月２日付のロシア連邦労働法典草案にかんする連邦労働省の説明文書（覚え訳者注⑮

書）は，同上関係資料②の⑥「高松大学紀要」2003年 .40. .118以下参照。no p
独立労働組合連合の立場は，独立労働組合連合のドキュメント同上関係資料②の⑦1998訳者注⑯

年10月21日付のロシア独立労働組合連合の総協議会執行委員会の決定「ロシア連邦労働法典なら

びに労働者の諸労働に関する諸権利の法的擁護完全化措置について」のなかで明らかにしている。

「高松大学紀要」2003年 .40. .121以下参照。no p
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